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子供名義の預金と贈与税

Q ●
● 子供の将来のために、子供名義で預金

を積み立てておきたいと思っていますが、贈

与税がかかるのでしょうか。

ヱヘ：贈与税は毎年60万円の基礎控除があ

りますので、その範囲内で預金すれば、原則

贈与税はかかりません。

ところが、毎年60万円の範囲内で預金を

している場合でも、満期などの時に贈与税が

かかってしまうことがあります。

たとえば、子供が成長して結婚するときに

マイホームの資金の一部にしようと子供名義

で預金しておいた場合でも、預金の事実上の

所有者が親ということになれば、預金を引き

出して子供名義でマイホームを買い入れた時

点で子供に贈与税がかかることになります。

子供名義の預金が贈与にあたるかどうかは

その実質から判断されますが、その判断基準
としては、次のようなものがあげられます。

(1)預金通帳や証書、印鑑の管理者は誰か。

(2)元金や利子の処分者は誰か。

(3)子供が贈与を受けた認識があるか。

子供名義の預金が贈与とならないために、

次のような対策をたてておくとよいでしょう

、

①贈与時に公証人の確定日付入りの贈与契約

書を作成する。

②毎年60万円を少しオーバーした金額を子

供名義で預金し、贈与税の申告をして証拠

を残す。

③通帳、印鑑の保管は子供がする。

④利息は子供の通帳に入金する。
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